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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
�

告

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
見
解
書
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
公
）

○
警
察
署
協
議
会
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
労
）

○
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
労

働
組
合
に
つ
い
て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
に
規
定
す

る
者
の
範
囲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

雑

報

○
令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
�

規

則

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
八
号

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
規
則
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
号
の
表
生
活
資
金
の
項
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。４

令
第
三
条
第
七
号
又
は
令
第
三
十
一
条
第
七
号
の
資
金
に
つ

い
て
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
令
第
三
条
第
七
号

又
は
令
第
三
十
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
規
則
第
四
条
第
五
号
の

表
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

台
東
区
及
び
練
馬
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
八
月
七
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指

定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
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い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
六

月
二
十
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部稲
城
市
坂
浜

三
丁
目
四
番
百

六
十
九
、
同
番

延
長

七
九
七
九
・
一

四幅
員

〇
・
〇
〇

〜
一
七
・
〇
〇

百
七
十
、
同
番

百
七
十
二
か
ら

同
番
百
七
十
九

ま
で
、
同
番
百

八
十
一
か
ら
同

番
百
八
十
三
ま

で
、
同
番
百
八

十
六
、
同
番
百

九
十
六
、
坂
浜

四
丁
目
四
番
一
、

同
番
三
か
ら
同

番
五
ま
で
、
同

番
七
か
ら
同
番

十
ま
で
、
同
番

十
二
か
ら
同
番

十
七
ま
で
、
同

番
二
十
二
、
同

番
二
十
四
か
ら

同
番
四
十
一
ま

で
、
同
番
四
十

三
、
同
番
四
十

四
、
同
番
四
十

六
、
同
番
四
十

七
、
同
番
五
十

四
、
坂
浜
五
丁

目
四
番
十
三
及

び
同
番
三
十
六

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部稲
城
市
坂
浜

三
丁
目
四
番
百

七
十
一
、
十
四

番
四
十
四
、
同

番
四
十
九
、
同

番
五
十
、
十
六

番
六
、
十
七
番

十
二
、
坂
浜
四

丁
目
四
番
六
、

同
番
十
一
、
同

番
四
十
二
、
同

番
七
十
二
、
六

番
五
、
三
十
五

番
一
、
同
番
四

及
び
三
十
六
番

十
五

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
一
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
南
小
岩
七
丁
目

駅
前
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価

書
案
に
係
る
見
解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
南
小
岩
七
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長

板
倉

浩

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
十
九
番
二
十
九
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

南
小
岩
七
丁
目
駅
前
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
江
戸
川
区
南
小
岩
七
丁
目
に
位
置
す
る
約
一
・

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
事
業
区
域
に
お
い
て
、
集
合
住
宅
、
商
業
施
設
、

公
益
施
設
、
保
育
所
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
等
を
新
築
し
、
複
合
的

な
市
街
地
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

評
価
書
案
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
及
び
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
見
解
の
概
要

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
都
民
の
意
見
は
な
く
、
事
業
段
階
関
係

区
長
か
ら
の
意
見
が
二
件
あ
っ
た
。

事
業
者
は
意
見
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
別

記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

見
解
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
五
年
七
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

江
戸
川
区
環
境
部
環
境
課

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
四
番
一
号

イ

葛
飾
区
環
境
部
環
境
課

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
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新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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令和5年7月7日（金曜日）東 京 都 公 報（第17856号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
北
小

岩
二
丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
細
田
三

丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛

ひ

及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
七
月
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２４２号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
５
年
６
月
１６日

、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
５
年
７
月
７
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
丸
の
内
警
察
署
協
議
会

保
土
田

大
介

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第

三
条
第
四
号
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
つ
い

て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日

東
京
都
労
働
委
員
会

一

地
方
公
営
企
業
の
名
称

東
京
都
下
水
道
局

二

労
働
組
合
の
名
称

㈠

全
水
道
東
京
水
道
労
働
組
合

㈡

東
京
水
道
労
働
組
合

三

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲

勤

務

箇

所

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
者

本
局

次
長
、
技
監
及
び
理
事

部
長
及
び
担
当
部
長

課
長
、
担
当
課
長
及
び
専
門
課
長

総
務
部
総
務
課
課
長
代
理
（
秘
書
担

当
）
、
課
長
代
理
（
秘
書
事
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
庶
務
担
当
）
、

課
長
代
理
（
文
書
担
当
）
、
課
長
代

理
（
法
務
担
当
）
及
び
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

総
務
部
企
画
調
整
課
課
長
代
理
（
企

画
担
当
）

総
務
部
理
財
課
課
長
代
理
（
財
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
財
政
調
査
担

当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
、

課
長
代
理
（
経
営
管
理
担
当
）
及
び

課
長
代
理
（
政
策
連
携
団
体
担
当
）

職
員
部
人
事
課
課
長
代
理
（
庶
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
人
事
担
当
）
、

課
長
代
理
（
人
事
制
度
担
当
）
、
課

長
代
理
（
服
務
指
導
担
当
）
及
び
課

長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進

担
当
）

職
員
部
労
務
課
課
長
代
理
（
労
務
担

当
）

流
域
下
水
道
本
部

本
部
長
、
部
長
、
課
長
及
び
担
当
課

長

流
域
下
水
道
本
部
水
再
生

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

下
水
道
事
務
所

所
長
、
副
所
長
及
び
課
長

水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
森
ヶ

崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー
を
除

く
。
）

セ
ン
タ
ー
長

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

所
長
、
次
長
及
び
担
当
課
長

基
幹
施
設
再
構
築
事
務
所

所
長
、
副
所
長
、
課
長
及
び
担
当
課

長

四

認
定
年
月
日

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
七
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
平
市
花
小
金
井
三
丁
目
百
五
十

番
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一

号
新
宿
住
友
ビ
ル
三
十
一
階

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
九
百
二
十

五
番
四
の
一
部
、
同
番
四
地
先
及

び
九
百
三
十
一
番
三
十
二

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

雑

報

令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
決
算
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日
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東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

一

組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

東
京
都
・
特
別
区
（
二
十
三
区
）
・
一
部
事
務
組
合
（
四
組

合
）
・
広
域
連
合
（
一
団
体
）
・
地
方
独
立
行
政
法
人
（
三
団

体
）

計
三
十
二
団
体

二

組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
被
扶
養
者
数

組
合
員
数

一
六
三
、
〇
二
五
人

標
準
報
酬
の
月
額

長
期

五
七
、
〇
九
一
、
七
一
〇
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
四
三
、
四
六
二
円
）

短
期

六
六
、
八
三
七
、
四
二
八
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
一
六
、
〇
五
四
円
）

保
健

六
五
、
四
七
五
、
三
〇
二
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
〇
六
、
二
三
五
円
）

被
扶
養
者
数

九
八
、
三
九
五
人

（
組
合
員
一
人
当
た
り
〇
・
六
〇
人
）

三

組
合
の
役
員
数

理
事
長

一
人

理
事

七
人

監
事

三
人

四

各
経
理
単
位
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、

別
表
一
及
び
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
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